
別表５（第８条関係） 

「第３次高崎市地域福祉計画（案）について」パブリックコメントの結果 

 ○意見等の募集期間：平成３１年２月１日～平成３１年２月２０日 

○意見等の受付件数：１人  １０件 

 （提出方法の内訳：電子メール１人） 

１．寄せられた意見等を内容により整理し、意見等の概要として掲載しています。 

第二部 本論についての意見 

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

１ Ｐ１７ 施策の方針１‐１「地域福祉に関

する活動への地域住民の参加を促す活動を

行う者に対する支援」に関して、表中「市

の取り組み」に地域リーダーの育成を盛り

込むことが必要です。また、「コミュニティ

ソーシャルワークの役割を担う」との記述

が適切です。 

「地域福祉に関する活動への地域住民の参

加を促す活動を行う者」を「地域リーダー」

としてその育成も含めた支援を行うことと

しており、記述についての変更も不要と考

えます。 

２ Ｐ１８ 施策の方針１‐２ 「地域住民等に

対する研修の実施」に関して、表中「市の

取り組み」として福祉事業関係者への研修

も必要です。また、福祉教育は学校や公民

館との連携による学習も盛り込むことが必

要です。 

地域住民等とは、住民のほか福祉関係事業

者、ボランティア等も含み、その研修も含

め研究する考えです。また、学校や公民館

との連携による学習は福祉教育の推進に含

む考えです。 

３ Ｐ２１ 施策の方針１‐４「地域住民等が

主体的に地域生活課題を把握し解決に取り

組むことができる地域づくりを進めるため

の圏域の設定」に関して、住民等が相談に

応じる体制づくりを盛り込むことが必要で

す。 

住民等が相談に応じる体制づくりについて

は、本計画ではＰ２２～Ｐ２６基本目標２

で取り組む、「包括的な支援づくり」にて取

り組む考えです。 

４ Ｐ２２～Ｐ４１ 基本目標２、３、４に関

し、市の各部局間、各専門職の連携だけで

なく、医療や民間機関も含めて横断的な多

職連携によるソーシャルワークによる取り

組みが必要です。 

Ｐ２７ 施策の方針３‐１「支援関係機関

によるチーム支援」にて取り組む「多職種・

多機関連携」にて医療や民間機関も含めた

連携による支援体制整備に取り組む考えで

す。 

５ Ｐ３２ 施策の方針４‐２「居住に課題を

抱える人への横断的な支援」に関し、居住

支援については、市役所の居住支援協議会

を設置すること、居住支援法人だけではな

く、住まいの確保に取り組む民間団体の育

成なども盛り込む必要があります。 

居住に課題を抱える人に対する住居の確保

に関し、関係機関との連携・協力を進めて

いく考えです。 



番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

６ Ｐ４７ 施策の方針５‐５「避難行動要支

援者の把握及び日常的な見守り・支援の推

進方策」に関し、災害時に避難行動要支援

者のみならず、避難行動要支援者名簿に登

載していない気がかりな人々への対応につ

いて「研究」から一歩進めて「活動の支援」

としての記載を願いたい。 

避難行動要支援者名簿を活用した「地域に

おける要支援者への支援体制の構築」に取

り組む中で、名簿に登載されていない気が

かりな人々への見守りや支援の方法につい

て研究する考えです。 

７ Ｐ４９ 施策の方針６‐２「地域住民、ボ

ランティア団体、ＮＰＯ等の社会福祉活動

への支援」に関して、ボランティアセンタ

ーの「ニーズを有する市民からの相談を受

けて、活動を希望する市民をボランティア

として紹介するコーディネート機能」の強

化について盛り込むことが必要です。 

市民公益活動促進センターやボランティア

センターの取り組みの中で、コーディネー

ト機能の強化についても取り組む考えで

す。 

８ Ｐ５１ 施策の方針６‐４「地域福祉を推

進する人材の養成」に関し、民生委員・児

童委員が活動しやすい環境づくりを進めて

いくために、「民生委員活動環境に関する検

討会」などの設置や「民生委員・児童委員

の職務の明確化や活動目標の計画化」が必

要です。 

地区民生委員児童委員協議会会長会などの

場で民生委員・児童委員が活動しやすい環

境づくりについて意見交換を行っていま

す。 

９ Ｐ５４ 施策の方針７‐１「地域づくりに

おける寄付や共同募金等の取り組みの推

進」及びＰ５５ 施策の方針７‐２「地域

づくりに資する複数の事業を一体的に実施

していくための補助事業等を有効に活用し

た連携体制」に関し、地域福祉財源として

公的財源と共同募金など民間財源を活用す

ることを計画化することが必要です。 

地域福祉推進のために必要な財源を確保す

るため、共同募金の活動を支援するほか、

民間財源の活用について研究する考えで

す。 

１０ Ｐ５７ 計画の進行管理に関し、地域福祉

計画の評価について進行管理委員会や地域

福祉審議会の設置など、具体的な取り組み

を行う組織作りが必要です。 

本計画の進行管理については、社会福祉審

議会地域福祉専門分科会において地域福祉

推進の状況を毎年定期的に評価するものと

しています。 

２．寄せられた意見等による、計画（案）の修正事項はありません。 

◇問い合わせ先：福祉部社会福祉課   電話：０２７-３２１-１２４３ 

ファクス：０２７-３２６-８８７６ 

電子メール：shakaifukushi＠city.takasaki.gunma.jp 


